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ヨネックス株式会社



　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議内容の概要
①取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス体制に係る規程を制定し、法令・定款及び当社の社是に基づく「企業行動規
範」を定め、取締役及び使用人に周知している。また、その徹底を図るため、「コンプライアンス委員会」
を設置し、企業活動における法令遵守に努める。
内部監査室は、法務室と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役
会及び監査役会に報告される。
監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
当社及び子会社共用の「企業倫理改善提案制度」（ヘルプライン）に基づき、法令・定款その他社内ルー
ルに対する違反事実やそのおそれのある行為等を早期に発見し、是正する。なお、通報者に対しては不利益
な取扱いを受けることがないことを確保する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書（電磁的媒体を含む）に記録し、保
存、管理する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、職務執行を効率的に行うために、執行役員を任命するとともに権限委譲を行い、経営の意思
決定の迅速化並びに業務執行機能強化、業務執行責任の明確化により、機動的・戦略的な経営体制を構築す
る。
取締役会は、ヨネックスグループの中期経営計画とこれに基づく年度計画を定め、執行役員は、取締役会
で定めた中期経営計画及び年度計画に基づき、効率的な職務執行を行う。
取締役及び執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。
執行役員及び他の使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に行う。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理について、「リスク管理規程」に基づく「リスク管理委員会」を設置し、当社の持つリスクを
洗い出し、そのリスクへの対応を審議する。特に、情報セキュリティについては、「情報セキュリティ委員
会」を設置し、ITシステムに関するリスクと統制について対応を図る。また、大規模災害の発生に備え、
BCP（事業継続計画）を策定し、リスク対策本部の一元管理により、中核事業の役目を迅速に行える体制を
整える。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
内部監査室は、当社及び子会社に対し内部監査を行い、必要な改善を促すと共に、取締役及び監査役に報
告を行う。
また、財務報告の適正性を確保するため、当社及び子会社における財務報告に係る内部統制システムの整
備、運用状況の定期的・継続的評価、維持向上を図る。
監査役会は、必要に応じ、当社事業部門及び子会社に対し往査を実施し、内部監査室との連携により問題
の共有化を図るとともに、内部監査室に対し改善に向けた提言や指導を行う。

イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の「関係会社管理規程」に基づき、子会社が当社へ事前協議・報告する事項を定め、適切に管
理する。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスク管理規程」に基づき、グループの各社ごとに法令遵守体制、リスク管理体制を構築
し、当社法務室はこれらを横断的に推進し、管理する。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社が適正かつ効率的な運営を行うために、当社グループの中期経営計画とこれに基づ
く年度計画を策定する。また、当社の「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する管理・指
導・調整等を行う。
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ニ. 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社共用の「企業倫理改善提案制度」（ヘルプライン）に基づき、法令・定款その他
社内ルールに対する違反事実やそのおそれのある行為等を早期に発見し、是正する。なお、通報
者に対しては不利益な取扱いを受けることがないことを確保する。

⑥監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使
用人の取締役からの独立性に関する体制及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室に所属する使用人とし、監査役は、必要に応じ同使用人
に対し、監査業務に必要な事項を命令することができる。
監査役より監査業務に必要な命令を受けて監査業務を行う使用人は、その命令の範囲に属する業務に関し
ては取締役の指揮命令を受けないこととし、その人事に関しては、監査役の同意を得る。

⑦取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する体制
監査役は、取締役会等の重要会議への出席及び経営者との情報交換等を通じて、会社経営全般の状況把握

を行い、また、会計監査人との協議を適宜行う。
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
取締役は、取締役及び使用人の職務執行に関する不正行為、コンプライアンス上の問題、重要な情報開示

事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、「企業倫理改善提案制度」による重要な通報事項につ
いて、その内容をすみやかに取締役会、監査役会に報告する。
監査役は、各子会社からの月次報告等の書類の閲覧や往査等を通じ各子会社からの報告を受ける。
当社は、取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に対して職務の執行状況その他に関

する報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。
⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用の前払又は償還について、監査役の請求等に従い処理を
する。
監査役は取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び
効果的な監査業務の遂行を図る。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

「取締役会規則」に則り、取締役会を年間13回開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要
な事項の決議を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況について監督を行いました。社外取締
役及び監査役は、専門的な知見と豊富な経験に基づき、取締役会において忌憚のない意見を述べており、取
締役会の監督機能の強化を図っております。
監査役は、取締役会・執行役員会等の重要会議への出席及び経営者との情報交換並びに当社及び子会社へ

の往査等を通じて、会社経営全般の状況把握を行い、また、会計監査人との協議についても適宜実施いたし
ました。また、監査役会を年間14回開催し、適宜内部監査室と情報共有を図り、当社及び子会社への内部
監査の実施結果及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について確認いたし
ました。
代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」のもと、当社のコンプライアンスを推進する
とともに、使用人からの提案、内部通報等は、「企業倫理改善提案規程」に従って迅速に対応する管理体制
を整備しております。さらに使用人が、直接社外の顧問弁護士に通報、相談ができる「企業倫理改善提案制
度」（ヘルプライン）の仕組みを整備し、コンプライアンス機能を担保する体制としております。
なお、内部監査室は、内部監査の手続きにおいて入手し得るコンプライアンス情報を「コンプライアンス
委員会」に報告することにより、連携を図っております。
取締役及び使用人全員が日常の業務を遂行する過程で遵守すべき行動基準を定めた「ヨネックス㈱企業行
動規範」を制定しております。この規範の内容は取締役会にて承認されており、取締役及び使用人全員に配
付・共有し、遵守する旨の誓約書をコンプライアンス委員長に提出しております。また、各規範を正しく理
解できるようまとめたマニュアルも作成し、社内ポータル上に公開しています。コンプライアンスがあらゆ
る企業活動の前提にあることを取締役及び使用人一人ひとりが理解し、コンプライアンス体制の強化に取り
組んでいます。
取締役及び使用人に対し、法令等の遵守に関する意識向上と問題の発生を未然に防止することを目的と
し、新入社員に対しコンプライアンス研修を実施し、また、全社員に対しパワーハラスメント防止研修やイ
ンサイダー取引防止研修を実施しております。その他各種研修も実施しております。また、各種法律のトピ
ックスについて、クイズ形式を交えて定期的に社内ポータル上に掲示し、勘違いしやすい事例等を紹介する
ことで無意識に法令違反をしてしまわないよう注意喚起し、コンプライアンス意識の向上に取り組んでおり
ます。
「企業倫理改善提案制度」（ヘルプライン）は当社グループにおける内部通報制度としての連絡・相談窓
口であり、各事業所、子会社に設置しております。取締役及び使用人が企業倫理の改善のために意見を出し
あい、違反行為や不正、不当な行為の早期発見・是正に努めるための窓口として活用しています。また、社
外の顧問弁護士による通報窓口も設置し、コンプライアンスをさらに推進するための環境を整備しておりま
す。提案・通報にあたっては個人のプライバシーを尊重し、内容の厳重管理、秘密保持が徹底され、提案・
通報者が不利益を被らないよう最大限の配慮をもって運用に努めております。なお、本制度に基づく提案・
通報を理由とした不利益な取扱いの事例はなく、その状況を監査役も監査しております。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令・社内規程に基づき、適切に情報の保存及び管理をしており、必要に応じて取締役及び監査役が当該
情報を閲覧できるようにしております。
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役員制度を導入し、執行役員に対し権限委譲を図るとともに、業務執行責任を明確化させ、迅速かつ
適切な経営判断を行える体制を整備しております。
取締役会が当社グループの経営計画を決定し、執行役員はその計画に基づき業務執行を行い、取締役会は

その進捗状況の報告を受け、その執行状況を監督しております。
「職務権限規程」を定め、執行役員及び他の使用人の責任と権限を明確化し、適正かつ効率的な業務の遂

行を図っております。
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④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しており、事業

所毎に任命したリスク管理担当責任者を中心に、取締役及び使用人へのリスク管理方針の徹底、リスク発生
の予防、リスクに対する迅速な対応の推進等を目的とした組織的管理体制を構築しております。万が一重要
なリスクが発生した場合には、本部長の代表取締役社長の下に担当取締役等の委員、法律をはじめとする専
門家による外部委員を招聘する「リスク対策本部」を設置し、情報の集中管理、対策の決定とその実施を指
揮し、当社グループ一丸となってリスク対策を実施する体制を整備しております。
新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、代表取締役社長を本部長とする「新型肺炎緊急対策本部」を

立ち上げ、社員への対応マニュアルや感染拡大防止ガイドラインの作成、在宅勤務の推進等感染防止対策を
図り、お客様と社員の安全を図りつつ、事業活動への影響を最小限にとどめるよう対策にあたっておりま
す。
情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティ方針」を定め、情報セ

キュリティ対策の強化を図るとともに、重要性を取締役及び使用人全員に通達し、周知徹底を図っておりま
す。また、個人情報に関しては、「個人情報保護規程」を定め、社内管理体制の整備と漏洩防止に努めてお
ります。
⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

各子会社からの月次報告、当社取締役と子会社取締役等との定期的な面談等を通じ、子会社に係る業務の
適正を確保しております。その状況は、当社監査役にも報告されており、また、監査役は書類の閲覧や往査
等を通じ各子会社からの報告を受けております。
また、内部監査室による定期的な業務監査・内部統制監査の実施を通じてグループ各社の法令遵守、リス

ク管理体制確立を推進するとともに、監査役会との問題の共有化を図りリスクの低減に努めております。
⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用
人の取締役からの独立性に関する体制及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室に所属する使用人としております。監査役より業務監査

に必要な命令を受けて監査業務を行っており、その命令の範囲に属する業務に関しては取締役の指揮命令を
受けておりません。内部監査室の人事については、監査役の同意を得ております。
⑦取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する体制
監査役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、取締役等から経営・業績に影響を及ぼす重要な事

項等について報告を受けております。
取締役及び使用人の職務執行に関する不正行為、コンプライアンス上の問題、重要な情報開示事項、会社

に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、「企業倫理改善提案制度」による重要な通報事項について、その
内容をすみやかに監査役に対し報告する体制を整えております。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務の執行について生じる費用について、「監査役監査規程」に則り、会社から前払又は償還を

適時に受けております。
また、監査役は取締役との定期的な意見交換会のほか、内部監査室及び会計監査人との情報共有を図って

おります。
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（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,706,600 7,682,310 29,510,927 △1,235,492 40,664,345
会計方針の変更による累
積 的 影 響 額 △418,036 △418,036

会計方針の変更を反映し
た 当 期 首 残 高 4,706,600 7,682,310 29,092,891 △1,235,492 40,246,309

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △657,454 △657,454

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,780,578 5,780,578

自 己 株 式 の 取 得 △318,586 △318,586

自 己 株 式 の 処 分 26,109 9,234 35,344

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 26,109 5,123,124 △309,352 4,839,881

当 期 末 残 高 4,706,600 7,708,419 34,216,015 △1,544,844 45,086,190

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 30,810 △882,027 △162,116 △1,013,333 － 39,651,011
会計方針の変更による累
積 的 影 響 額 △418,036

会計方針の変更を反映し
た 当 期 首 残 高 30,810 △882,027 △162,116 △1,013,333 － 39,232,975

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △657,454

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,780,578

自 己 株 式 の 取 得 △318,586

自 己 株 式 の 処 分 35,344

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △11,986 1,511,241 35,370 1,534,626 122,116 1,656,742

当 期 変 動 額 合 計 △11,986 1,511,241 35,370 1,534,626 122,116 6,496,624

当 期 末 残 高 18,824 629,214 △126,746 521,292 122,116 45,729,600

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 ８社

主要な連結子会社の名称
YONEX CORPORATION
YONEX TAIWAN CO.,LTD.
YONEX U.K. LIMITED
YONEX GmbH
YONEX SPORTS (CHINA) CO.,LTD.
YONEX INDIA PRIVATE LIMITED
YONEX TECNIFIBRE CO.,LTD.
ヨネックス精機株式会社

上記のうち、YONEX TECNIFIBRE CO.,LTD. については、株式取得により子会社化したことに伴い、当連結会計年度
において連結の範囲に含めております。また、連結子会社である東洋造機株式会社は、2022年１月１日付でヨネック
ス精機株式会社に商号変更しております。

②主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社
YONEX SPORTS HONG KONG LIMITED
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社１社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ
も軽微であり、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。なお、当連結会計年度において清算手続
き中であります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち６社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成に当たっては同日現在の計算書類を使用して
おります。連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑷ 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

ｲ. 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
市場価格のない株式等

総平均法による原価法を採用しております。
ﾛ. デリバティブ

時価法を採用しております。
ﾊ. 棚卸資産

商品及び製品
当社及び連結子会社は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）を採用しております。

原材料及び仕掛品
当社及び国内連結子会社は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）を採用し、在外連結子会社は総平均法による原価法を採用しております。
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②固定資産の減価償却の方法
ｲ. 有形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、ゴルフ事業に係る資産、在外連結子会社に
ついては定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３～50年
機械装置及び運搬具　　　２～17年
工具、器具及び備品　　　２～15年

ﾛ. 無形固定資産
当社及び連結子会社は定額法を採用しております。
なお、当社のソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。

ﾊ. リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ﾆ. 使用権資産
定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準
ｲ. 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ﾛ. 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております｡

ﾊ. 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ﾆ. 役員退職慰労引当金
当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

ﾎ. 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基
づき計上しております。

ﾍ. ポイント引当金
顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれるポイントに対
してその費用負担額をポイント引当金として計上しております。

④退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務か
ら年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付債務見込額を当連結
会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定率法により按分した額を､それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係
る調整累計額に計上しております。

⑤重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
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当社及び国内連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用して
おります。海外連結子会社は、IFRS第15号及びASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を適用しており、約束し
た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識しております。ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転され
る時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束
された対価から、値引き及び返品等を控除した金額で測定しており、将来返品が見込まれる商品又は製品を返品資産、
顧客に返金すると見込んでいる対価を返金負債として計上しております。当該返品資産及び返金負債の見積りにあたっ
ては、契約条件や過去の実績等に基づく最頻値法を用いております。当該商品又は製品の販売契約における対価は、約
束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点から主として１年以内に回収しております。
また、販売時にポイントを付与するサービスの提供について、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効
見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を
認識しており、期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、取引価格から減額する方法で収益を認識しております。
なお、重要な金融要素は含んでおりません。

⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結子会社の決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑦のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては５年間で均等償却を行っております。

２. 会計方針の変更に関する注記
⑴収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）（以下「収益認識会計基準」という。）等
を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交
換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売
において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に
収益を認識しております。

・返品・値引き
予想される返品・値引きに関しては、変動対価の定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。

・販売時付与ポイント
販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイン
トを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行
う方法に変更しております。また、従来のポイント引当金の一部を契約負債として流動負債その他に表示しておりま
す。

・顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりまし
たが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとん
どすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項ま
た書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を
反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減して
おります。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた受取手形及び売掛金は、当連結会計年度よ
り受取手形、売掛金に含めて表示しております。

－ 8 －



セグメント名称 区分 売上高

スポーツ用品事業

バドミントン用品 43,300,898
テニス用品 11,498,318
ゴルフ用品 1,516,365
その他 17,700,561

計 74,016,144
スポーツ施設事業 469,162

外部顧客への売上高 74,485,306

当連結会計年度（期首）
（2021年４月１日）

当連結会計年度
（2022年３月31日）

契約負債 14,732千円 20,855千円

この結果、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が418百万
円減少しております。
また、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高が397百万円、売上原価が130百万円、販売費及び一般管理費が
146百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が119百万円それぞれ減少しております。
加えて、返品資産を流動資産その他に693百万円、返金負債及び契約負債を流動負債その他に1,868百万円含めて表示し
ております。
１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

⑵時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等
を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10
号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、
将来にわたって適用することとしております。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
いたしました。
なお、連結計算書類に与える影響はありません。

３. 収益認識に関する注記
⑴収益の分解

セグメント別及び財又はサービスに分解した分析は、次のとおりであります。
当連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

⑵収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等　⑷ 会計方針に関する事項　⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高

（注）１．連結貸借対照表上、契約負債は流動負債その他に計上しております。
２．契約負債は、ECサイトにおける販売に係るポイント相当額であり、期末時点において履行義務を充足してい

ない残高であります。
３．当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた額は2,702千円であります。
４．契約負債の増減は、主として販売ポイント付与（契約負債の増加）と、収益認識及び失効（同、減少）によ

り生じたものであります。

－ 9 －



有形固定資産の減価償却累計額 18,922,796千円

⑴当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 93,620千株

①配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 219,151 2.50 2021年３月31日 2021年６月25日

2021年11月９日
取締役会

普通株式 438,302 5.00 2021年９月30日 2021年12月３日

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行
義務に関する記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な
金額はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記
⑴繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産　1,736,648千円
当社グループは、将来の収益性予測に基づき、課税所得が十分に確保できることを慎重に判断した上で認識しており
ます。したがって、回収可能性がないと判断される繰延税金資産に対しては、評価性引当額を設定し適切な繰延税金
資産を計上しております。当該見積りは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等、将来の不確実な経済条件の影響
を受け、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において
計上される繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

⑵のれんの評価
のれん　102,243千円

当社グループは、減損の兆候が存在する場合は、関連する事業の計画に基づいた将来キャッシュ・フローに基づいて
減損の要否を判定しております。減損要否の判定の際に用いる将来キャッシュ・フロー、割引率及び長期成長率等に
関しては一定の仮定に基づいて算定しており、これらの仮定は将来の不確実な経済条件の影響を受けるため、翌連結
会計年度の連結計算書類に計上されるのれんの金額に重要な影響を与える可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑵配当に関する事項

（注）１. 2021年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保
有する当社株式に対する配当金額242千円が含まれております。

２. 2021年11月９日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有す
る当社株式に対する配当金額483千円が含まれております。

－ 10 －



次のとおり、普通株式の配当に関する事項を提案しております。

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2022年６月23日

定時株主総会
普通株式 436,730 利益剰余金  5.00 2022年３月31日 2022年６月24日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2022年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する
当社株式に対する配当金額482千円が含まれております。

７. 企業結合に関する注記
取得による企業結合
⑴企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　BRIDGESTONE TECNIFIBRE CO., LTD.
事業の内容　　　　　テニスボールの製造販売

②企業結合を行った主な理由
当社は、主力のバドミントン用品に次ぐ事業の柱とするべく、テニス用品事業の強化に取り組んでおります。なかで
も、グローバルでのテニス事業の成長に向け、付加価値の高い製品開発とともに、さらなるブランド認知向上のため
のマーケティングに注力しております。また、コロナ禍においてソーシャルディスタンスを保てるスポーツとして注
目され、テニス市場全体が活況を呈する中、ラケット、ストリングに加え、テニスボールの展開を強化することで、
総合テニスブランド化を推進すべく活動してまいりました。
ブリヂストンスポーツ株式会社の子会社であるタイのテニスボール事業会社BRIDGESTONE TECNIFIBRE CO., LTD.
は、高い技術力により、高性能、高水準の品質で様々な国際大会において評価されているテニスボールの製造、販売
を行っており、これまで当社は同社よりテニスボールの供給を受けてきました。
今回、同社の株式を取得することにより、ブリヂストングループにおいて長年培われた技術を受け継ぎ、当社のもの
づくりの力を融合することで、引き続き世界のお客様に品質の高いテニスボールを提供してまいります。そして、自
社工場製のラケット、ストリング、ストリンギングマシンと合わせて、テニスボールの生産体制を強化し、グローバ
ルでテニス事業全体のさらなる成長に結び付けてまいります。

③企業結合日
2021年12月22日（株式取得日）
2021年12月31日（みなし取得日）

④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤結合後企業の名称
YONEX TECNIFIBRE CO., LTD.

⑥取得した議決権比率
86.8％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

⑵連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
当連結会計年度は貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績は含まれておりません。

⑶被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得価額については、相手先の意向により非公表とさせていただきますが、第三者機関の株式価値算定にもとづき、双
方協議のうえ公正妥当と考えられる金額に決定しております。

⑷主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士等に対する報酬・手数料等　27百万円
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流動資産 867,079 千円
固定資産 276,027
資産合計 1,143,107
流動負債 232,022
固定負債 71,763
負債合計 303,785

⑸負ののれん発生益の金額及び発生原因
①負ののれん発生益の金額

400百万円
②発生原因

企業結合時における時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。
⑹企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

⑺企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算
額及びその算定方法
当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響が軽微であるため、記載を省略しております。

８. 金融商品に関する注記
⑴金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、自己資金を基本とした資金計画に照らして必要な資金が生じた場合には、主に銀行借入により調達
しております。一時的な余剰資金は預金を原則として、元本が保証されるもの若しくはそれに準じた安全性が高くか
つ安定的な運用成果の得られるものを対象としております。
デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生
じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒さ
れております。
長期預金は、安定的な運用資産を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には商品
等の輸入に伴う外貨建の営業債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、設備投資資金及び子会社の増資資金の調達を目的としたものであります。当該契約は金利の変動リス
クに晒されております。
長期預り保証金は主にゴルフ場の預託金であり、会員の退会時に返還するものですが、返還請求が集中した場合には
資金繰り計画に影響を及ぼすことから資金の流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引等であります。

③金融商品に係るリスク管理体制
ｲ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、各営業部門が主要な取引先の
状況等を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ﾛ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、外貨建の取引については、外貨預金口座を通しての決済のほか、為替予約等のデリバティブ取引
を利用することがあります。なお、為替予約等の取引については、社内規程に基づき実需の範囲内で実行すること
としており、定期的な管理・報告がなされております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体企業の財務状況等を把握しております。

ﾊ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性を高水準に保つことによりリスクを
回避しております。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）投資有価証券 206,833 206,833 －
(2）長期預金 400,000 400,979 979

　資産計 606,833 607,812 979

(1）長期借入金 1,956,666 1,951,564 △5,102

(2）長期預り保証金 1,970,948 1,877,983 △92,965

　負債計 3,927,615 3,829,547 △98,067

デリバティブ取引（※） 15,195 15,195 －

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 1,200

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 206,833 － － 206,833
デリバティブ取引
　通貨関連 － 15,195 － 15,195

資産計 206,833 15,195 － 222,028

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価
額が変動することがあります。

⑵金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１. 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「信託受益権－流動資産その他」、「支払手形及び買掛

金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳
簿価格と近似していることから、注記を省略しております。
なお、信託受益権は連結貸借対照表上流動資産その他に含まれております。

２. 市場価格のない株式等は（1）投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
は以下の通りです。

⑶金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお
ります。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、これらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優位順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期預金 － 400,979 － 400,979

資産計 － 400,979 － 400,979
長期借入金 － 1,951,564 － 1,951,564
長期預り保証金 － 1,877,983 － 1,877,983

負債計 － 3,829,547 － 3,829,547

⑴１株当たり純資産額 522円72銭
⑵１株当たり当期純利益 66円11銭

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価算定に用いた評価技法及び時価算定に関わるインプット技法

有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１
に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しており、レベル２の時価に
分類しております。

長期預金
長期預金の時価は、元利金の合計額を同様の新規預け入れを行った場合に想定される利率で割り引いた割引現在価値
法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法
により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、過去の償還実績をもとに算定した将来キャッシュ・フローを償還見込み年数に対応する安
全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）１．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式は、１株当たり当期純利益算定上、期中平均株式
数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額算定上、期末発行済株式数から
控除する自己株式に含めております。
当該信託口が保有する当社株式の期中平均株式数は、当連結会計年度96千株であり、期末株式数は当連結会
計年度96千株であります。

２．「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し
ており、当連結会計年度に係る１株当たり情報については、当該会計基準等を適用した後の指標等となって
おります。
当該変更により、従来の方法に比べて、１株当たり純資産額が５円85銭減少し、１株当たり当期純利益が０
円98銭減少しております。その詳細は「連結注記表　２．会計方針の変更に関する注記　⑴ 収益認識に関す
る会計基準等の適用」をご覧ください。
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（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 4,706,600 7,483,439 198,870 7,682,310 281,535 19,010,000 3,544,860 22,836,396
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △366,226 △366,226

会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高 4,706,600 7,483,439 198,870 7,682,310 281,535 19,010,000 3,178,633 22,470,169

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △657,454 △657,454

当 期 純 利 益 3,534,101 3,534,101

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 26,109 26,109
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 26,109 26,109 － － 2,876,646 2,876,646

当 期 末 残 高 4,706,600 7,483,439 224,980 7,708,419 281,535 19,010,000 6,055,280 25,346,816

株主資本 評価・換算
差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 △1,235,492 33,989,814 30,810 34,020,624
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △366,226 △366,226

会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高 △1,235,492 33,623,587 30,810 33,654,398

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △657,454 △657,454

当 期 純 利 益 3,534,101 3,534,101

自 己 株 式 の 取 得 △318,586 △318,586 △318,586

自 己 株 式 の 処 分 9,234 35,344 35,344
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △11,986 △11,986

当 期 変 動 額 合 計 △309,352 2,593,404 △11,986 2,581,417

当 期 末 残 高 △1,544,844 36,216,991 18,824 36,235,815

株主資本等変動計算書
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記等

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
総平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品・原材料・仕掛品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており
ます。

貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物、ゴルフ事業に係る資産については定額法を採用しております。

②無形固定資産
定額法を採用しております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております｡

⑶ 引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付債務見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。

⑤役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき
計上しております。

⑦ポイント引当金
顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれるポイントに対して
その費用負担額をポイント引当金として計上しております。
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⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、約束した財又はサービ
スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま
す。ただし、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束された対価か
ら、値引き及び返品等を控除した金額で測定しており、将来返品が見込まれる商品又は製品を返品資産、顧客に返金す
ると見込んでいる対価を返金負債として計上しております。当該返品資産及び返金負債の見積りにあたっては、契約条
件や過去の実績等に基づく最頻値法を用いております。当該商品又は製品の販売契約における対価は、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点から主として１年以内に回収しております。
また、販売時にポイントを付与するサービスの提供について、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効
見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を
認識しており、期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、取引価格から減額する方法で収益を認識しております。
なお、重要な金融要素は含んでおりません。

⑸ 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方
法と異なっております。

２. 会計方針の変更に関する注記
⑴ 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）（以下「収益認識会計基準」という。）等
を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売
において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時
に収益を認識しております。

・返品・値引き
予想される返品・値引きに関しては、変動対価の定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。

・販売時付与ポイント
販売時にポイントを付与するサービスの提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイン
トを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行
う方法に変更しております。また、従来のポイント引当金の一部を契約負債として流動負債その他に表示しておりま
す。

・顧客に支払われる対価
販売手数料等の顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりまし
たが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減
し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどす
べての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書
き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した
後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
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セグメント名称 区分 売上高

スポーツ用品事業

バドミントン用品 26,365,346
テニス用品 10,094,733
ゴルフ用品 1,330,339
その他 14,916,352

計 52,706,770
スポーツ施設事業 469,162

外部顧客への売上高 53,175,933

この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が366百万円減
少しております。
また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が347百万円、売上原価が130百万円、販売費及び一般管理費が106
百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が110百万円それぞれ減少しております。
加えて、返品資産を流動資産その他に693百万円、返金負債及び契約負債を流動負債その他に1,352百万円含めて表示し
ております。
１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

⑵ 時価の算定に関する会計基準等の適用
「連結注記表　２．会計方針の変更に関する注記　⑵時価の算定に関する会計基準等の適用」に記載しているため、注
記を省略しております。

３. 収益認識に関する注記
⑴ 収益の分解

セグメント別及び財又はサービスに分解した分析は、次のとおりであります。
当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記等　⑷ 重要な収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶ 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
「連結注記表　３．収益認識に関する注記　⑶ 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」に記載している
ため、注記を省略しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
⑴ 繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産　1,808,700千円
「連結注記表　４．会計上の見積りに関する注記　⑴ 繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。

⑵ 関係会社株式及び関係会社出資金の評価
関係会社株式　2,931,899千円　関係会社出資金　1,376,196千円

当社は、評価対象会社の実質価額が著しく低下した場合は、回復可能性を考慮した上で、減損処理を実施しておりま
す。当該評価における回復可能性及び実質価額における超過収益力等の検討は、将来の不確実な経済条件の影響を受
けるため、翌事業年度の計算書類に計上される関係会社株式及び関係会社出資金の金額に重要な影響を与える可能性
があります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 15,508,484千円
⑵ 関係会社に対する短期金銭債権（区分表示したものを除く） 3,945,732千円
⑶ 関係会社に対する短期金銭債務 619,203千円
⑷ 取締役に対する金銭債務
⑸ 監査役に対する金銭債務

14,250千円
2,250千円

⑴ 関係会社に対する売上高 15,194,882千円
⑵ 関係会社からの仕入高等 5,339,631千円
⑶ 関係会社との営業取引以外の取引高 2,166,417千円

普通株式 6,371千株

繰延税金資産
　賞与引当金 237,744 千円
　返金負債 407,663
　未払事業税 59,111
　棚卸資産評価損 33,755
　未払法定福利費 51,563
　関係会社株式出資金評価損 236,699
　ポイント引当金 6,573
　退職給付引当金 774,206
　役員退職慰労引当金 79,878
　ゴルフ会員権評価損 10,970
　減損損失 1,757,927
　その他 250,799
繰延税金資産小計 3,906,894 千円
　評価性引当額 △1,877,786
繰延税金資産合計 2,029,107 千円

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △8,300 千円
　返品資産 △212,106
繰延税金負債合計 △220,407 千円

繰延税金資産の純額 1,808,700 千円

５. 貸借対照表に関する注記

６. 損益計算書に関する注記

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

（注）上記には、計算書類に自己株式として認識している「株式給付信託（J-ESOP）」導入において設定した株式会社
日本カストディ銀行（信託口）保有の当社株式が96千株含まれております。

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
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属性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 YONEX
CORPORATION

直接
100％

当社の製品及
び商品の販売
役員の兼任

当社の製品及び
商品の売上(注) 2,172,296 売掛金 1,058,140

子会社
YONEX SPORTS
(CHINA)
CO.,LTD.

直接
100％

当社の製品及び
商品の販売
役員の兼任

当社の製品及び
商品の売上

(注)
10,574,378 売掛金 1,845,242

配当金の受取 2,079,546 － －

⑴ １株当たり純資産額 415円31銭
⑵ １株当たり当期純利益 40円42銭

９. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

(注）価格等の取引条件は、市場の実勢価格等を参考にしてその都度交渉のうえで決定しております。

10. １株当たり情報に関する注記

(注）１．株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式は、１株当たり当期純利益算定上、期中平均株式数
の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額算定上、期末発行済株式数から控除
する自己株式に含めております。
当該信託口が保有する当社株式の期中平均株式数は、当事業年度96千株であり、期末株式数は当事業年度96千
株であります。

２．「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用しており、
当事業年度に係る１株当たり情報については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当該変更により、従来の方法に比べて、１株当たり純資産額が５円08銭減少し、１株当たり当期純利益が０円
87銭減少しております。その詳細は「個別注記表　２．会計方針の変更に関する注記　⑴ 収益認識に関する会
計基準等の適用」をご覧ください。
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